
Ｑ１．「店舗内店舗」とは何ですか？ 

「店舗内店舗」とは、１つの店舗内に複数の営業店が同居し、営業を行う方式です。 

Ｑ２．移転場所はどこですか？ 

「中田支店」は「登呂支店」の店舗内に移転し、店舗内店舗方式で営業させていただきます。 

なお、お取引店舗名は引き続き、「中田支店」となります。 

Ｑ３．移転日はいつですか？ 

 移転後の「登呂支店」内での窓口営業は、令和４年１０月３日（月）からとなります。 

なお、移転前の「中田支店」の窓口営業は、令和４年９月３０日（金）までとなります。 

Ｑ４．移転後の住所、電話番号はどうなりますか？ 

 令和４年１０月３日（月）以降の住所・電話番号は次のとおりです。 

住 所：〒４２２-８０３２ 静岡市駿河区有東２-９-２７ 

電話番号：０５４-２８３-３２１１ 

Ｑ５．現在の中田支店店舗はどうなりますか？ 

 現在の中田支店店舗につきましては、当金庫西脇支店の店舗建て替えに伴い、令和４年１０月２４日

（月）より、「西脇支店 仮店舗」として営業いたします。なお、同店舗としての営業は令和５年秋頃ま

でを予定しております。 

Ｑ６．中田支店のＡＴＭコーナーは残りますか？ 

 現中田支店ＡＴＭは、移転日以降もご利用が可能です。西脇支店仮店舗での営業開始準備に伴い、令

和４年１０月２１日(金)１７時以降、および令和４年１０月２２日(土)、２３日(日)の２日間は終日休

止とさせていただきます。 

Ｑ７．中田支店の店番号、口座番号はどうなりますか？ 

 変更ございません。 

引き続き、通帳等に記載された「中田支店」、「店番０３３」、「口座番号」となります。 
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Ｑ８．中田支店の通帳、キャッシュカードは使用できますか？ 

 現在ご利用いただいている通帳、キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。 

Ｑ９．中田支店で年金や給与、配当金等の受け取りを利用していますが、何か手続きは必要ですか？ 

 お客さまのお手続きは不要です。今までどおり、口座にご入金となります。 

Ｑ１０．中田支店で公共料金や税金等の自動引落としを利用していますが、何か手続きは必要ですか？ 

 お客さまのお手続きは不要です。今までどおり、口座からのお支払いになります。 

Ｑ１１．中田支店に融資取引がありますが、何か手続きが必要ですか？ 

 お客さまのお手続きは不要です。今までどおり、お取引いただけます。定例のご返済につきましても、

今までどおり、ご指定の口座から引き落としをさせていただきます。 

Ｑ１２．現在、営業担当者が訪問してくれています。今後も訪問してくれますか？ 

引き続き訪問させていただきます。 

以 上 

  【お問い合わせ先】 

   中田支店   住所：静岡市駿河区中田本町６-２０    電話番号：０５４-２８４-６７３０ 

登呂支店   住所：静岡市駿河区有東２-９-２７      電話番号：０５４-２８３-３２１１ 

【地 図】 


